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論　
　

文日
本
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
歴
史
学

小　
　

池　
　

聖　
　

一

は
じ
め
に　

～
公
文
書
管
理
法
の
成
立
と
現
在
～

　
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
と
は（

１
）、

公
的
機
関
が
作
成
し
た
公
文
書
を
収
蔵
す
る
場
所

と
し
て
設
置
さ
れ
た
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
あ
る
公
文
書
館
が
基
本
で
あ
る
。
そ

の
公
文
書
に
あ
っ
て
重
要
な
も
の
が
「
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民

共
有
の
知
的
資
源
」
と
し
て
保
存
・
保
管
さ
れ
る
。
こ
の
「
知
的
資
源
」
を
「
主

権
者
で
あ
る
国
民
が
主
体
的
に
利
用
し
得
る
」
よ
う
に
公
開
す
る
「
器
」
が
「
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
」
と
し
て
の
公
文
書
館
な
の
で
あ
る（

２
）。

こ
の
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
が

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
公
文
書
管
理
法
と
略
記
）
で
あ
り
、

平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
年
）
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　

公
文
書
管
理
法
は
、
情
報
公
開
法（

３
）、

個
人
情
報
保
護
法（

４
）と

連
動
し
、
不
正
ア
ク

セ
ス
禁
止
法（

５
）お

よ
び
特
定
秘
密
保
護
法（

６
）、

と
と
も
に
情
報
法
制
の
一
環
と
し
て
導

入
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。
そ
し
て
、公
文
書
管
理
法
は
、平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八

年
）
一
月
一
八
日
、第
一
六
九
回
国
会
で
当
時
の
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
が
「
年

金
記
録
な
ど
の
ず
さ
ん
な
文
書
管
理
は
言
語
道
断
で
す
。
行
政
文
書
の
管
理
の
あ

り
方
を
基
本
か
ら
見
直
し
、
法
制
化
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
国
立
公
文
書
館
制

度
の
拡
充
を
含
め
、
公
文
書
の
保
存
に
向
け
た
体
制
を
整
備
し
ま
す
」
と
施
政
方

針
演
説
を
行
な
っ
て
か
ら（

７
）、

わ
ず
か
一
年
半
で
法
制
化
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
短

期
間
で
法
制
化
さ
れ
た
の
は
、
年
金
記
録
問
題
、
海
上
自
衛
隊
補
給
艦
「
と
わ
だ
」

の
航
海
日
誌
廃
棄
問
題
等
に
よ
り
、
国
民
の
公
文
書
管
理
に
対
す
る
関
心
が
高

か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た（

８
）。

公
文
書
管
理
法
と
は
、
国
民
の
公
文
書
管
理
に
対
す
る

疑
念
を
払
拭
し
、
公
文
書
に
対
す
る
国
民
の
信
用
と
信
頼
を
取
り
戻
す
た
め
に
作

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

公
文
書
管
理
法
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
基
本
的
に
下
記
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

①
現
用
・
非
現
用
を
通
じ
た
統
一
的
な
公
文
書
管
理
の
推
進

　

②
移
管
制
度
の
改
善

　

③�

公
文
書
管
理
に
関
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
の

整
備

　

④�
外
部
有
識
者
の
知
見
を
活
用
す
る
仕
組
み
の
整
備
と
国
立
公
文
書
館
の
機
能

強
化

　

⑤
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
促
進
を
図
る
仕
組
み
の
整
備

　

こ
の
う
ち
、
①
～
③
の
三
点
は
、
公
文
書
管
理
の
信
頼
性
を
取
り
戻
す
こ
と
を
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意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
公
文
書
管
理
法
成
立
に
あ
た
っ
て
の
主
た
る
目
的
で

あ
っ
た
。
公
文
書
管
理
法
は
、
国
の
機
関
で
用
い
ら
れ
る
公
文
書
・
行
政
文
書
の

み
な
ら
ず
、
公
共
的
な
立
場
で
運
営
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
や
国
立
大
学
法
人
で

用
い
ら
れ
て
い
る
公
文
書
・
法
人
文
書
も
対
象
と
し
て
い
る
（
広
島
大
学
文
書
館

も
、
公
文
書
管
理
法
の
施
行
と
と
も
に
政
令
指
定
機
関
と
な
っ
て
い
る
）。

　

今
日
、
こ
の
五
点
に
つ
い
て
、「
①
」
は
、
広
島
大
学
・
広
島
大
学
文
書
館
だ

け
が
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
管
理
か
ら
移
管
ま
で
現
用
・
非
現
用
の
統
一
的

管
理
を
実
施
し
、
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
く
監
査
も
実
施
し
て
い
る
。
一
方
、
行

政
文
書
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
が
管
理
主
体
で
あ
る
。

ま
た
、
独
立
公
文
書
管
理
監
（
情
報
保
全
監
察
室
）
は
特
定
秘
密
保
護
法
に
特
化

し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
行
政
文
書
全
般
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
国
立
公
文
書
館
は
、「
非
現
用
」
と
な
っ
て
移
管
さ
れ
た
行
政
文
書
を
「
特

定
歴
史
公
文
書
等
」
と
し
て
保
管
し
、
公
開
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
る
の
が
現
実

で
あ
る
。
他
の
公
文
書
管
理
法
に
お
け
る
政
令
指
定
機
関
も
、
原
局
か
ら
提
出
さ

れ
た
廃
棄
簿
に
基
づ
き
、
移
管
す
べ
き
文
書
の
評
価
・
選
別
を
行
っ
て
い
る
も
の

の
、
現
用
文
書
に
対
す
る
管
理
権
を
有
し
て
い
な
い
の
が
実
態
で
あ
る
。

　

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
公
文
書
管
理
条
例
を
施
行
し
て
い
る
機
関
に
つ
い
て

は
、
公
文
書
管
理
法
下
の
諸
機
関
同
様
、
限
定
的
で
あ
る
が
現
用
記
録
へ
の
ア
ク

セ
ス
権
を
あ
る
程
度
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
条
例
を
有
し
て
い
な
い
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
は
、
そ
れ
以
前
の
段
階
に
あ
り
、
恒
常
的
な

公
文
書
の
移
管
が
行
わ
れ
る
組
織
で
な
い
も
の
も
多
い
。

　

ま
た
、「
②
移
管
」
に
つ
い
て
は
、「
①
」
が
実
現
し
て
い
れ
ば
問
題
な
い
。「
②

移
管
」
は
、
親
組
織
（
移
管
元
）
と
の
連
携
が
前
提
で
あ
り
、
公
文
書
管
理
条
例

を
有
す
る
地
方
公
共
団
体
な
ど
で
も
円
滑
な
移
管
（
引
継
）
を
行
っ
て
い
る
機
関

も
存
在
す
る（

９
）。

し
か
し
、
国
立
公
文
書
館
で
は
、
各
省
庁
と
の
連
携
を
実
質
的
に

有
さ
な
い
た
め
、
移
管
さ
れ
た
行
政
文
書
の
内
容
を
見
る
限
り
、
移
管
さ
れ
る
文

書
量
は
多
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
質
的
な
重
要
度
は
低
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い

）
（1
（

。「
③
」
は
、
公
文
書
管
理
法
の
運
用
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
個
人
情
報

保
護
法
や
著
作
権
法
と
の
関
係
が
あ
り
、
二
次
利
用
な
ど
の
面
で
問
題
が
あ
る
。

「
④
」
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
東
日
本
大

震
災
に
お
け
る
議
事
録
未
作
成
問
題
に
お
け
る
対
応
を
見
て
も
、
そ
の
「
知
見
」

と
対
応
に
は
疑
問
が
あ
り

）
（（
（

、
ま
た
、
行
政
文
書
管
理
か
ら
見
て
国
立
公
文
書
館
の

実
態
は
、
そ
の
組
織
強
化
が
な
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
た
だ
、
国
立
公
文
書
館

の
組
織
強
化
は
、
国
会
議
事
堂
近
く
に
新
館
を
建
設
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
こ
と

で
果
た
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
現
在
、
国
立
公
文
書
館
が
最

も
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
、「
⑤
」
で
あ
る
。
国
立
公
文
書
館
で
は
、「
Ｊ
Ｆ
Ｋ�

－

そ
の
生
涯
と
遺
産
」
展
や

）
（1
（

、
新
館
に
お
け
る
展
示
施
設
、
そ
れ
に
伴
う
教
育
を

さ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
、
後
述
す
る
公
文
書
管
理
条
例
を
有
さ
な

い
文
化
財
保
護
法
下
の
郷
土
資
料
館
類
縁
施
設
と
も
い
え
る
「
歴
史
文
書
館
（
れ

き
し
も
ん
じ
ょ
か
ん
）」
が
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
公
文
書
管
理
制
度
・
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
管
理

局
（
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
、N

ational�A
rchives�and�Records�A

dm
inistration

）
を

モ
デ
ル
と
し
て
施
行
さ
れ
た
公
文
書
管
理
法
で
あ
る
が
、
実
態
は
、
違
う
も
の
と

な
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

で
は
な
ぜ
、
違
う
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
、
後
述
す
る
国
立
公

文
書
館
に
お
け
る
「
歴
史
文
書
館
」
化
が
な
ぜ
起
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
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本
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
歴
史
学
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
が
本
論

の
目
的
で
あ
る

）
（1
（

。

１　

日
本
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
特
質

１

－

１　

古
文
書
大
国
日
本

　

日
本
は
、「
古
文
書
大
国
日
本

）
（1
（

」
と
さ
れ
る
。
正
倉
院
文
書
の
よ
う
に
七
世
紀

か
ら
一
次
文
書
が
保
存
さ
れ
、
旧
貴
族
や
寺
院
等
に
も
古
代
・
中
世
の
古
文
書
が

多
く
残
存
し
て
い
る
。
特
に
、
二
六
五
年
も
の
平
和
を
維
持
し
た
江
戸
時
代
、
幕

藩
体
制
の
も
と
で
農
村
を
中
心
に
生
成
さ
れ
た
近
世
の
古
文
書
は
、
膨
大
に
残
存

し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
敗
戦
の
影
響
で
近
世
大
名
家
が
収
蔵
し
て
き

た
記
録
文
書
（
古
文
書
）
の
類
や
地
方
文
書
（
じ
か
た
も
ん
じ
ょ
）
と
呼
ば
れ
る

庄
屋
文
書
な
ど
が
古
書
市
な
ど
に
流
出
し
、
散
逸
の
危
険
性
が
高
ま
っ
た
。
こ
の

た
め
、
一
九
四
九
年
四
月
、
国
会
に
「
史
料
館
設
置
の
請
願
を
求
め
る
請
願
」
が

出
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
前
文
部
大
臣
で
社
会
党
代
議
士
で
あ
っ
た
森
戸
辰
男
（
後

に
広
島
大
学
初
代
学
長
）
が
衆
議
院
に
お
い
て
次
の
様
な
説
明
を
お
こ
な
っ
た
。

　

�　
（
前
略
）
従
来
わ
が
国
の
歴
史
は
、
い
わ
ゆ
る
支
配
階
級
の
歴
史
で
あ
り
ま

し
て
、
国
民
生
活
に
最
も
関
係
の
深
い
産
業
、
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
の
部

門
が
お
ろ
そ
か
に
な
つ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
と
に
近
世
の
庶
民
生
活
の
研
究
に

つ
き
ま
し
て
は
、
非
常
に
不
十
分
な
状
態
に
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

と
こ
ろ
が
こ
の
民
間
の
資
料
と
い
う
も
の
が
、戦
時
か
ら
戦
後
に
か
け
ま
し
て
、

非
常
に
隠
滅
し
、
逸
散
し
て
お
る
状
態
に
あ
り
ま
す
の
で
、
今
に
し
て
こ
れ
に

対
し
て
十
分
な
る
処
置
を
講
じ
な
い
で
お
り
ま
す
れ
ば
、
日
本
の
、
こ
と
に
社

会
文
化
史
の
面
に
お
い
て
多
く
の
欠
陥
が
残
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
か
よ
う
な
大
切
な
民
間
史
料
の
隠
滅
を
防
ぎ
ま
し
て
、
こ
れ
ら

民
間
の
資
料
を
収
集
い
た
し
、
こ
れ
ら
の
保
存
と
利
用
と
を
は
か
り
ま
し
て
、

世
界
文
化
に
貢
献
し
ま
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
個
人
の
力
や
、
研
究
団
体
の
力

で
は
手
に
負
え
ま
せ
ん
の
で
、
か
よ
う
な
目
的
に
沿
い
ま
し
て
、
國
家
の
力
で

國
立
の
史
料
保
存
機
関
で
あ
る
史
料
館
を
設
け
て
い
た
だ
い
て
、
こ
れ
に
よ
つ

て
文
書
の
逸
散
防
止
の
対
策
を
講
じ
ま
す
る
と
と
も
に
、
保
存
に
耐
え
な
く
な

り
ま
し
た
民
間
の
史
料
を
國
の
力
で
収
集
す
る
と
い
う
方
途
が
講
ぜ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
か
よ
う
な
趣
旨
に
沿
い
ま
し
て
、
史
料
館
の
建
設
を
さ
れ

た
い
（
後
略

）
（1
（

）

　

結
果
、「
近
世
」
を
中
心
に
広
汎
に
存
在
す
る
民
間
史
料
の
収
集
・
保
存
機
関

と
し
て
文
部
省
史
料
館
が
一
九
五
一
年
に
設
置
さ
れ
た
（
一
九
七
二
年
よ
り
国
文

学
研
究
資
料
館
史
料
館
と
改
組
・
改
称
）。
文
部
省
史
料
館
は
、
文
部
省
所
管
と

し
て
設
置
さ
れ
、
図
書
館

）
（1
（

、
文
化
財

）
（1
（

、
博
物
館

）
（1
（

と
同
様
、
国
民
の
教
育
、
学
術
及

び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
教
育
法
制
に
基
盤
を
置
く
存
在

で
あ
っ
た

）
（1
（

。

　

近
世
等
の
古
文
書
は
、
文
化
財
保
護
法
第
二
条
に
お
い
て
「
学
術
上
価
値
の
高

い
歴
史
資
料
」
と
し
て
定
置
さ
れ
、
ま
た
、
図
書
館
法
に
お
い
て
も
、
第
三
条
一

で
「
郷
土
資
料
、
地
方
行
政
資
料
、
美
術
品
、
レ
コ
ー
ド
、
フ
イ
ル
ム
の
収
集
に

も
十
分
留
意
し
て
、
図
書
、
記
録
、
視
覚
聴
覚
教
育
の
資
料
そ
の
他
必
要
な
資
料

（
以
下
「
図
書
館
資
料
」
と
い
う
。）
を
収
集
し
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
こ

と
」
と
さ
れ
た
。
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し
か
し
、
地
方
自
治
体
史
編
纂
事
業
に
よ
り
、
悉
皆
調
査
が
近
世
期
を
中
心
に

行
わ
れ
、
事
業
の
終
了
と
共
に
多
く
の
近
世
古
文
書
が
残
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、

史
料
館
を
中
心
に
地
方
史
研
究
協
議
会
・
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協

議
会
等
は
、
史
料
保
存
運
動
を
新
た
に
展
開
し
た
。
こ
れ
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
運

動
の
端
緒
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、「
戦
後
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
運

動
を
牽
引
し
た
方
々
の
多
く
が
近
世
史
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
日
本
の
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
運
動
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え
ま
す
が
、
そ
れ
が
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で

も
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
運
動
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
と
い
う
か
、
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
運
動
を
複
雑
に
し
た
原
因
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る

）
11
（

。

１

－

２　

国
立
公
文
書
館
の
設
置
と
公
文
書
館
法

　

一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
年
）
七
月
一
日
、
国
立
公
文
書
館
は
、
一
九
五
九
年

一
一
月
二
八
日
の
日
本
学
術
会
議
「
公
文
書
散
逸
防
止
に
つ
い
て
（
勧
告
）」
に

基
づ
き
、
総
理
府
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
文
書
館
を
意
識

し
、
行
政
文
書
の
移
管
を
前
提
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

成
立
し
た
国
立
公
文
書
館
は
、
総
理
府
設
置
法
の
一
部
改
正
に
よ
る
設
置
に
と
ど

ま
り
、
各
省
庁
が
有
す
る
行
政
文
書
の
移
管
を
保
証
さ
れ
た
組
織
で
は
な
か
っ

た
。
結
果
的
に
、
各
省
庁
に
お
い
て
保
存
期
限
超
過
後
に
廃
棄
さ
れ
る
文
書
と
、

永
年
保
存
文
書
と
し
て
退
蔵
さ
れ
て
い
た
文
書
の
移
管
場
所
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
、
現
在
で
も
、
公
文
書
管
理
条
例
を
有
さ
ず
、
機
関
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
と
し
て
定
置
さ
れ
て
い
な
い
地
方
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
同
じ
状
態
に
あ
る
。

ま
た
、
国
立
公
文
書
館
が
歴
史
研
究
者
の
要
望
で
設
立
さ
れ
た
た
め
、
内
部
に
江

戸
幕
府
の
蔵
書
な
ど
の
古
典
籍
か
ら
な
る
内
閣
文
庫
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
た

め
（
現
在
で
も
閲
覧
利
用
者
は
、
内
閣
文
庫
の
方
が
多
い
）、
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
と
し
て
は
歪
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
方
、地
方
に
お
け
る
史
料
保
存
運
動
と
も
連
動
し
た
公
文
書
館
法
の
成
立
は
、

国
立
公
文
書
館
設
置
か
ら
一
六
年
後
の
一
九
八
七
年
一
二
月
九
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
公
文
書
館
法
の
制
定
が
遅
れ
た
理
由
は
、
立
法
に
あ
た
っ
て
の
所
管
官
庁
が

な
か
な
か
決
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
所
管
官
庁
を
ど
こ
に
す
べ
き

か
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
所
蔵
す
る
資
料
が
「
古
文
書
」
な
の
か
、「
公
文
書
」

な
の
か
が
明
確
で
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
前
者
で
あ
れ
ば
文
部
省
（
現
在
の
文

部
科
学
省
）、
後
者
で
あ
れ
ば
自
治
省
（
現
在
の
総
務
省
）
で
あ
っ
た
た
め
で
あ

る
）
1（
（

。

　
「
古
文
書
」
と
「
公
文
書
」
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
、
史
料
保
存
運
動
を
展
開

す
る
運
動
側
も
明
確
に
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
公
文
書
館
法
は
、
最
終
的

に
参
議
院
法
制
局
で
原
案
が
作
成
さ
れ
、
自
民
党
岩
上
二
郎
参
議
院
議
員
の
尽
力

に
よ
り
議
員
立
法
で
成
立
し
た
。
こ
の
公
文
書
館
法
で
は
、「
公
文
書
等
」
の
定

義
を
「
古
文
書
又
は
私
文
書
が
含
ま
れ
る
」
と
定
め
た

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
公
文
書
館

法
の
所
蔵
資
料
を
め
ぐ
る
曖
昧
な
性
格
は
、
公
文
書
館
と
文
部
省
管
轄
下
の
図
書

館
・
博
物
館
あ
る
い
は
、
郷
土
資
料
館
な
ど
と
の
境
界
線
を
不
明
確
に
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
あ
り
方
を
複
雑
に
し
て
い
る
根
源

で
あ
る

）
11
（

。
つ
ま
り
、
公
文
書
管
理
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
情
報
法
制
の

一
環
と
し
て
情
報
公
開
機
関
と
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
定
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、

文
部
省
史
料
館
（
現
在
、
国
文
学
研
究
資
料
館
研
究
部
）
や
、
史
料
保
存
運
動
、
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地
方
自
治
体
の
歴
史
編
纂
事
業
等
の
結
果
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
「
古
文
書
」
の

行
方
が
第
一
に
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
付
加
す
る
形
で
「
非
現
用
」
と
な
っ
た
公

文
書
の
収
蔵
・
保
管
場
所
と
し
て
の
性
格
を
加
え
た
「
歴
史
文
書
館
」
が
、

一
九
五
九
年
の
山
口
県
文
書
館
（
や
ま
ぐ
ち
け
ん
も
ん
じ
ょ
か
ん
）
の
設
置
以
降
、

公
文
書
管
理
法
の
制
定
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
中
心
と
な
っ
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
ら
の

「
歴
史
文
書
館
」
で
は
、「
非
現
用
」
と
な
っ
た
公
文
書
を
所
蔵
し
て
い
る
も
の
の
、

公
文
書
管
理
条
例
を
有
さ
な
い
た
め
、
現
用
記
録
と
の
連
携
・
親
組
織
に
お
け
る

公
文
書
管
理
と
の
連
携
を
有
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
歴
史
文
書
館
」
と
い
う

施
設
は
、
公
文
書
管
理
機
関
で
は
な
く
、「
非
現
用
」
と
な
っ
た
公
文
書
の
単
な

る
保
管
所
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
非
現
用
と
な
っ
た
公
文
書
を
所
蔵
し
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
の
機
能
は
、
文
化
財
保
護
法
に
基
盤
を
置
く
郷
土
資
料
館
に
類
似
し

た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
歴
史
」「
文
化
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
地
域
に
密
着

し
た
存
在
で
も
あ
る
た
め
、
地
域
資
料
を
収
蔵
す
る
図
書
館
、
博
物
館
等
と
の
連

携
を
行
う
組
織
も
多
い

）
11
（

。
こ
れ
ら
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・「
歴
史
文
書
館
」
に
は
、

地
方
公
共
団
体
教
育
委
員
会
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
も
の
も
多
く
、基
本
的
に「
文

化
施
設
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
「
歴
史
文
書
館
」
は
、
公
文
書
管
理
法

と
関
連
す
る
情
報
公
開
機
関
で
は
な
く
、
教
育
法
制
下
に
設
置
さ
れ
た
「
文
化
施

設
」
な
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
日
本
が
模
範
に
し
た
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
、

モ
ダ
ン
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
セ
オ
ド
ア
・
シ
ェ
レ
ン
バ
ー
グ
が
規
定
し
た
、
①
行
政

の
効
率
性
の
向
上
、
②
文
化
的
資
源
の
保
存
、
③
個
人
の
権
利
の
保
護
、
④
行
政

事
務
へ
の
活
用
の
四
点
の
う
ち
、「
①
行
政
の
効
率
性
の
向
上
」、「
④
行
政
事
務

へ
の
活
用
」
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

）
11
（

。
さ

ら
に
、
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
は
、
東
ア
ジ
ア
特
有
の
戸
籍
を
管
理
し
て
い
な

い
た
め
「
③
個
人
の
権
利
の
保
護
」
に
つ
い
て
も
機
能
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
た

め
、
公
文
書
管
理
法
・
公
文
書
管
理
条
例
に
よ
ら
な
い
日
本
の
多
く
の
「
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
」
は
、「
②
文
化
的
資
源
の
保
存
」
に
特
化
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

２　

歴
史
学
と
の
関
係
性

２

－

１　

日
本
近
現
代
史
研
究

　

以
上
の
よ
う
に
歴
史
資
料
を
前
面
に
し
た
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
リ
ー
ド
し

て
き
た
の
は
日
本
近
世
史
研
究
者
達
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
地
方
自
治
体
史
編
纂

事
業
等
を
通
じ
、
自
ら
収
集
し
た
資
料
を
整
理
・
保
存
、
研
究
に
利
用
す
る
こ
と

で
最
大
の
受
益
者
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
地
方
史
、
村
落
史
等
の
観
点
か
ら
、
地

域
と
の
連
携
を
強
調
し
、
彼
ら
が
地
域
に
貢
献
す
る
も
の
と
し
て
展
示
施
設
を
通

じ
た
教
育
や
、
古
文
書
解
読
講
座
等
の
公
開
講
座
を
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
い
て
お

こ
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
日
本
近
現
代
史
研
究
は
、
戦
後
、
基
本
的
に
歴
史
資
料
と
し
て
公
文
書

が
「
無
い
」
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
明
治
維
新
以
降
、
官
僚
制
の
整
備
と
と
も
に

着
実
に
蓄
積
さ
れ
、整
備
さ
れ
た
行
政
文
書
の
多
く
は
、極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東

京
裁
判
）
で
の
利
用
を
避
け
る
た
め
、
敗
戦
時
に
焼
却
さ
れ
る
な
ど
し
て
散
逸
し

た
。こ
の
た
め
、日
本
近
現
代
史
研
究
は
個
人
文
書
と
、内
政
史
研
究
会
以
来

）
11
（

、オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
手
法
を
用
い
た
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、

一
九
四
九
年
に
設
置
さ
れ
た
日
本
最
大
級
の
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
あ
る
国
立
国

会
図
書
館
憲
政
資
料
室
に
代
表
さ
れ
る
個
人
文
書
が
中
心
と
な
っ
て
い
る

）
11
（

。
こ
の
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憲
政
資
料
室
は
、
大
久
保
利
謙
・
伊
藤
隆
に
よ
り
、
設
立
・
発
展
し
、
近
代
日
本

の
政
治
家
・
官
僚
・
軍
人
な
ど
日
本
近
現
代
史
に
関
係
し
た
者
の
個
人
文
書
が
収

集
・
整
理
、
公
開
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
近
現
代
史
研
究
は
、
政
策

研
究
に
お
け
る
意
思
決
定
過
程
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
発
展
し
た
。

　

日
本
近
現
代
史
研
究
の
う
ち
、
日
本
外
交
史
と
軍
事
史
は
、
戦
中
期
に
中
断
さ

れ
た
も
の
の
戦
前
か
ら
続
く
日
本
外
交
文
書
編
纂
事
業
及
び
国
立
公
文
書
館
と
同

時
期
に
開
館
し
た
外
務
省
外
交
史
料
館
、
そ
し
て
防
衛
研
修
所
戦
史
室
（
防
衛
省

防
衛
研
究
所
史
料
閲
覧
室
）
の
公
文
書
に
基
づ
き
研
究
が
進
ん
だ
。
前
者
は
、
日

中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
期
（
戦
時
期
）
の
外
交
文
書
に
つ
い
て
は
多
く
が
焼
却

さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
外
交
記
録
フ
ァ
イ
ル
は
、
外
務
省
文
書
課
記
録
班
（
当

時
）
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
戦
時
期
の
外
交
文
書
も
外
務
政
務
次
官

松
本
忠
雄
が
秘
書
等
と
と
も
に
筆
写
し
た
史
料
（
松
本
記
録
）
や
、
敗
戦
後
、
局

長
級
の
外
務
省
員
に
執
務
フ
ァ
イ
ル
を
持
ち
帰
ら
せ
て
い
た
も
の
で
復
元
し
た
記

録
フ
ァ
イ
ル
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
外
交
文
書
は
、
戦
前
期
の
歴
史
再

現
能
力
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
戦
後
、『
日
本
外
交
文
書
』
が
復
刊
さ
れ
る

と
と
も
に
、
細
谷
千
博
・
臼
井
勝
美
・
栗
原
健
等
に
よ
り
実
証
的
研
究
が
進
ん
だ

こ
と
で
日
本
外
交
史
研
究
は
、
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
』

と
し
て
一
つ
の
到
達
点
を
形
成
し
た

）
11
（

。
ま
た
、
後
者
は
、
焼
却
さ
れ
ず
連
合
軍
に

接
収
さ
れ
、
後
に
返
還
さ
れ
た
旧
陸
海
軍
文
書
及
び
、
戦
争
裁
判
に
利
用
さ
れ
る

の
を
恐
れ
て
各
地
に
疎
開
さ
せ
て
い
た
文
書
を
再
集
積
さ
せ
た
う
え
で
、
防
衛
研

修
所
戦
史
室
（
現
、防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
部
）
が
、戦
史
研
究
と
と
も
に
『
戦

史
叢
書
』
の
刊
行
を
行
っ
た

）
1（
（

。
こ
の
過
程
で
、
同
室
に
は
、
公
文
書
で
あ
る
旧
陸

海
軍
文
書
だ
け
で
な
く
、
個
人
文
書
も
併
せ
て
収
集
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
外
務
省
外
交
史
料
館
は
、
公
文
書
管
理
法
に
よ
る
政
令
指
定
機
関
と

な
っ
て
い
る
も
の
の
、
戦
後
に
お
け
る
外
交
文
書
の
公
開
は
、
基
本
的
に
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
及
び
Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
で
の
公
開
で
あ
り
、
原
本
で
あ
る
外
務
省
記
録
フ
ァ

イ
ル
を
所
蔵
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
外
交
史
料
館
は
、
基
本
的
に
公
開
場
所

で
あ
る
。
公
開
審
査
は
、
官
房
総
務
課
長
（
総
務
課
外
交
記
録
・
情
報
公
開
室
）

で
行
っ
て
お
り
、
外
交
史
料
館
は
関
係
し
て
い
な
い
。
防
衛
研
究
所
史
料
閲
覧
室

も
、
所
蔵
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
戦
前
期
の
歴
史
資
料
で
あ
り
、
組
織
自
体
、

公
文
書
管
理
法
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
防
衛
研
究
所
史
料
閲

覧
室
は
、
戦
後
の
防
衛
省
・
自
衛
隊
関
係
文
書
を
所
蔵
し
て
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
近
現
代
史
研
究
は
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
を

中
心
と
す
る
精
緻
な
政
治
史
研
究
が
実
証
主
義
歴
史
学
の
中
心
と
な
っ
た
（
収
集

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
大
学
文
書
館
も
そ
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る

）
11
（

）。
公
文
書

は
、
外
交
史
及
び
軍
事
史
お
い
て
活
用
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
対
象
は
、
戦
前
期

に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
公
開
が
遅
れ
、
戦
前
と
比
較
し
て
質
的
に
劣
る
戦

後
の
公
文
書
は
、
歴
史
研
究
の
対
象
と
は
な
り
に
く
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
な
か

で
も
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
は
、
日
本
近
現
代
史
研

究
に
対
す
る
貢
献
は
極
め
て
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
で
あ
る

）
11
（

。

２

－

２　

日
本
に
お
け
る
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
」
な
る
も
の

　
　
　
　

～
歴
史
学
と
の
関
係
か
ら
～

　

日
本
に
お
け
る
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
」
は
、公
文
書
館
法
の
成
立
前
後
か
ら
、「
文

書
館
学
」
等
の
名
称
で
書
籍
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
で
広
が
っ
た
。

　

こ
の
立
場
か
ら
す
る
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
」
と
は
、
基
本
的
に
歴
史
補
助
学
と
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し
て
の
も
の
で
あ
る

）
11
（

。
そ
し
て
、「
歴
史
文
書
館
」
と
し
て
は
、
最
大
の
顧
客
・

利
用
者
と
し
て
の
歴
史
研
究
者
と
連
携
し
つ
つ
、
専
門
職
制
の
導
入
に
よ
り
資
格

化
さ
せ
て
自
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
学
問
的
に「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
」は
、「
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
資
源
研
究
」
と
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
管
理
研
究
」
の
方
向
性
を
持
っ
て
い

る
が
、
前
者
は
歴
史
学
（
史
料
学
）
と
重
複
す
る
た
め
、
学
問
的
に
展
開
可
能
な

の
は
後
者
の
み
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
史
料
学
・
古
文
書
学
を
前
史
と
す
る
方
向

性
を
是
正
し
、「
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
基
礎
学
問
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
よ
う
な
研

究
も
存
在
し
て
い
る
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
「
歴
史
情
報
の
集
積
地
」
と
の
み
規

定
す
る
限
り
、
歴
史
学
の
一
分
野
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い

）
11
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、

現
在
の
行
政
機
関
等
親
組
織
（
移
管
元
）
に
お
け
る
公
文
書
管
理
と
の
連
携
に
つ

い
て
は
、
考
察
の
範
囲
外
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
は
、
日
本
に
と
っ
て
「
輸
入
学
問
」
で
あ
り
、
地
方

に
お
け
る
史
料
保
存
運
動
に
接
ぎ
木
さ
れ
る
よ
う
に
導
入
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

「
記
録
管
理
」「
史
料
学
」
の
概
念
を
広
く
と
る
こ
と
で
、
近
世
古
文
書
の
収
集
・

維
持
を
可
能
と
す
る
点
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た

）
11
（

。
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
や
、
評

価
選
別
論
の
よ
う
な
公
文
書
館
に
必
要
な
概
念
や
、
技
術
論
が
導
入
さ
れ
た
も
の

の
）
11
（

、
公
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
、
行
政
組
織
に
お
け
る
現
用
記
録
管
理
と
の
連
携

に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
彼
等
の
関
心
は
、
歴
史
学
を
前
提

と
す
る
館
員
の
専
門
職
制
化
で
あ
っ
た

）
11
（

。

　

こ
の
間
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
関
す
る
欧
米
の
諸
理
論
も
紹
介
さ
れ
た
が
、
親
組

織
と
の
連
携
が
存
在
し
な
い
た
め
「
紹
介
」
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
、
現
状
の
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
状
況
に
従
属
し
て
「
つ
ま
み
食
い
」
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
歴
史
学
と
の
連
携
を
前
提
と
し
た
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

国
立
大
学
で
は
文
系
は
い
ら
な
い
な
ど
と
い
う
文
部
科
学
省
通
達
が
出
さ
れ
る
日

本
に
あ
っ
て

）
11
（

、
歴
史
学
専
攻
学
生
の
就
職
口
と
し
て
も
注
目
さ
れ
、
歴
史
学
と

「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
」
の
連
携
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
歴
史
学
研

究
』
に
お
い
て
「
歴
史
家
と
ア
ー
キ
イ
ビ
ス
ト
の
対
話
」
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る

の
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
と
考
え
て
い
る

）
11
（

。

　

そ
し
て
、ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
対
応
し
て
「
古
文
書
学
」
の
発
展
上
に
位
置
し
、

対
象
の
拡
大
に
と
も
な
う
史
料
学
を
「
近
代
文
書
」
に
適
用
し
た
近
代
史
料
学
が

あ
る

）
1（
（

。
国
立
公
文
書
館
の
専
門
職
員
で
あ
っ
た
中
野
目
徹
が
国
立
公
文
書
館
所
蔵

の
明
治
期
太
政
官
文
書
を
分
析
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
し
か
し
、
近
代
史
料
学
な

る
も
の
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
現
在
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
さ
れ
る
文

書
の
日
本
近
代
史
上
の
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
は
有
用
な
手
法
で
あ
る

が
、
そ
の
「
射
程
」
は
「
歴
史
学
」
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
現
用
記
録
や
、
現

実
の
公
文
書
管
理
に
は
届
く
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
歴
史
学
及
び
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
に
於
い
て
、
近
世
等
の
古
文
書
が
優
先
さ
れ
る
な
か
で
近
代
文
書
も
重

要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

２

－

３　

日
本
に
お
け
る
歴
史
学
の
特
異
性

　

日
本
の
歴
史
学
は
、
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
敗
戦
後
、
日
本
は
、
連
合
国
か
ら

人
文
科
学
・
社
会
科
学
の
分
野
で
戦
争
に
協
力
し
た
諸
学
問
の
断
絶
を
強
要
さ
れ

た
。
歴
史
学
の
場
合
、「
皇
国
史
観
」
が
対
象
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
実
証

主
義
歴
史
学
と
戦
前
に
反
体
制
学
問
と
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
が
歴
史
学

界
に
残
っ
た
が
、
主
流
と
な
っ
た
の
は
「
科
学
的
歴
史
学
」
を
僭
称
す
る
マ
ル
ク

ス
主
義
歴
史
学
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
戦
後
の
史
料
保
存
運
動
が
民
衆
史
を
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対
象
と
し
、
近
世
古
文
書
の
保
存
を
重
視
す
る
背
景
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
、

自
由
主
義
陣
営
・
西
側
諸
国
に
属
し
た
日
本
に
と
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
反

体
制
的
存
在
で
あ
っ
た
。
特
に
、
近
現
代
史
研
究
は
、
よ
り
現
実
と
直
接
的
な
関

係
性
を
有
し
て
い
る
た
め
、
現
実
に
日
々
、
文
書
を
生
み
出
す
行
政
機
関
・
親
組

織
と
の
連
携
を
阻
害
す
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
現
在
で
も
、
情
報
法
制
の
一

環
と
し
て
制
定
さ
れ
た
特
定
秘
密
保
護
法
に
対
す
る
歴
史
学
者
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト

と
の
連
携
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
き
こ
と
で
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う

）
11
（

。

　

社
会
科
学
に
お
い
て
も
、
敗
戦
直
後
、
経
済
学
の
中
心
と
な
っ
た
マ
ル
ク
ス
主

義
で
あ
る
が
、
経
済
学
で
は
近
代
経
済
学
と
日
本
で
呼
ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
経
済
学

が
浸
透
し
、
現
在
、
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は

歴
史
分
野
を
中
心
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
政
治
学
の
分
野
で
は
、
も
と
も

と
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
影
響
が
戦
前
か
ら
強
か
っ
た
。政
治
学
・
国
際
政
治
学
は
、

非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
政
治
学
の
歴
史
学
的

ア
プ
ロ
ー
チ
分
野
で
あ
る
政
治
史
・
外
交
史
の
分
野
で
は
、
実
証
主
義
歴
史
学
の

手
法
を
用
い
て
戦
後
の
近
現
代
史
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
。
外
交
史
研
究
は
、

国
際
政
治
学
と
の
連
携
を
強
め
、
ま
た
、
実
証
主
義
歴
史
学
も
、
個
人
文
書
を
中

核
と
し
て
研
究
を
進
め
た
結
果
、
政
治
過
程
研
究
が
中
心
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

反
面
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
は
、
近
世
の
古
文
書
を
利
用
し
て
近
世
社
会
の

構
造
的
分
析
を
行
う
な
ど
の
業
績
を
蓄
積
し
て
い
っ
た
。
歴
史
認
識
問
題
等
、
現

実
政
治
と
の
関
連
の
強
い
近
現
代
史
研
究
で
は
、
体
制
批
判
の
学
問
と
し
て
の
影

響
力
を
行
使
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
は
、
近
世
史
研
究
が
地
域
・
社

会
と
の
連
携
を
、
近
現
代
史
研
究
で
は
歴
史
認
識
や
体
制
の
反
動
化
を
主
た
る
研

究
領
域
と
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
彼
ら
が
「
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
」
と
な
っ
て

い
る
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
行
政
機
関
・
親
組
織
と
の
連
携
が
と
れ
な
い
（
と
ら

な
い
）
背
景
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
日
本
に
お
け
る
歴
史
学
の
傾
向
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
。
基
本
的
に
、「
古
文
書
を
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
近

世
史
研
究
者
等
が

）
11
（

、
現
用
記
録
を
有
す
る
親
組
織
と
の
「
連
携
」
を
有
せ
ず
公
文

書
の
評
価
・
選
別
を
行
う
と
す
れ
ば
、
評
価
・
選
別
の
国
際
標
準
を
導
入
し
、
機

械
的
に
対
応
す
る
の
は
合
理
的
で
あ
る

）
11
（

。
し
か
し
、
そ
れ
は
基
準
と
し
て
は
重
要

で
あ
ろ
う
が
、「
総
和
」
と
し
て
の
基
準
で
は
な
く
、
日
本
の
行
政
組
織
等
の
特

性
に
対
応
し
た
個
別
の
「
基
準
」
化
が
前
提
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

連
携
が
成
立
し
、
現
用
記
録
と
非
現
用
記
録
の
統
一
的
管
理
が
成
立
し
て
い
る
な

ら
ば
、
評
価
・
選
別
は
、
比
較
的
容
易
な
の
で
あ
る

）
11
（

。

��

ま
た
、
本
報
告
の
前
提
で
あ
る
公
文
書
管
理
法
を
「
管
理
法
と
同
じ
枠
組
み
を

全
自
治
体
が
一
律
に
導
入
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
資
料
保
存
へ
の
努
力
を
水

泡
に
帰
せ
し
め
、
そ
の
体
制
を
壊
し
て
し
ま
う
恐
れ
さ
え
あ
る
」
と
す
る
議
論
も

あ
る

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
「
地
域
資
料
」
と
「
公
文
書
」
の
対
立
に
関
す
る
抜
け
道
が

公
文
書
管
理
法
第
二
条
六
号
で
規
定
さ
れ
る「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」で
あ
り
、「
歴

史
」
と
「
等
」
を
拡
大
解
釈
し
て
現
状
を
説
明
す
る
方
向
性
で
あ
る

）
11
（

。

　

曖
昧
か
つ
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
語
義
を
多
様
化
す
る
こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
、
公

文
書
管
理
法（
公
文
書
管
理
条
例
）に
基
づ
く
公
文
書
館
設
立
の
障
害
で
も
あ
る
。

基
本
的
に
、
歴
史
資
料
を
地
域
資
料
と
し
て
保
存
し
、
公
開
す
る
文
化
施
設
で
あ

る
「
歴
史
文
書
館
」
と
、
公
文
書
管
理
法
・
公
文
書
管
理
条
例
に
基
づ
く
情
報
公

開
機
関
で
あ
る
「
公
文
書
館
」
を
区
別
し
、
国
内
の
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
に
つ
い
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て
、
そ
の
存
立
の
根
源
か
ら
見
直
し
て
分
類
す
べ
き
で
あ
る
。
往
々
に
し
て
、
設

立
に
あ
た
り
歴
史
的
記
録
遺
産
と
し
て
の
地
域
資
料
の
散
逸
防
止
を
前
提
と
し
て

作
ら
れ
た
も
の
は
、「
歴
史
文
書
館
」
で
あ
る
。「
歴
史
文
書
館
」
が
公
文
書
管
理

機
能
を
持
と
う
と
す
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
な
「
地
域
資
料
」
と
「
公
文
書
」
の
二

者
択
一
の
よ
う
な
議
論
が
で
て
く
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
担
い
手
と
そ
の

権
能
の
違
い
を
認
識
し
、
史
料
保
存
運
動
の
延
長
線
上
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
定

す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
歴
史
文
書
館
」
と
し
て
文
化
施
設
・
文
化
財
保
護
法
の
も

と
に
あ
る
機
関
と
す
べ
き
で
あ
る
。「
歴
史
文
書
館
」
と
「
公
文
書
館
」
で
は
、

対
象
と
な
る
「
市
民
」
の
違
い
も
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
往
々
に
し
て
、「
歴

史
文
書
館
」
的
な
者
は
、
公
文
書
館
で
は
利
用
者
が
限
定
的
と
な
る
と
主
張
す

る
）
11
（

）。
す
な
わ
ち
、
公
文
書
館
に
お
け
る
「
市
民
」
と
は
、
ハ
ー
ド
ユ
ー
ザ
ー
で

あ
る
歴
史
学
研
究
者
を
前
提
に
す
る
の
で
は
な
く

）
11
（

、「
証
明
」
と
後
述
の
「
検
証
」

を
行
う
「
市
民
」
で
あ
る
。「
歴
史
文
書
館
」
が
想
定
す
る
市
民
と
は
地
域
・
文

化
に
関
心
が
あ
る
者
で
あ
り
、
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
公
文
書
館
の
場
合
、「
検
証
」
と
は
、
ま
ず
、
親
組
織
に

よ
る
「
職
務
の
検
証
」
を
行
う
た
め
の
「
記
憶
の
器
」
で
あ
り
、「
職
務
の
検
証
」

を
通
じ
て
、
親
組
織
と
市
民
の
信
頼
を
醸
成
す
る
組
織
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
近
現
代
史
研
究
は
、「
個
人
文
書
」
の
分
析
を
中
心
に
研
究
を
進
展
さ
せ

た
が
、
公
文
書
の
必
要
性
を
閑
却
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
伊
藤
隆
も
秋
田
県
史
の

編
纂
に
あ
っ
て
公
文
書
館
の
設
置
を
主
張
し
て
い
る

）
11
（

。
ま
た
、
政
策
研
究
と
し
て

伊
藤
隆
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
資
料
収
集

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り

）
1（
（

、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
み
を
自
己
目
的
と
し

た
も
の
で
は
な
い

）
11
（

。
ま
た
、
伊
藤
隆
の
場
合
、
統
合
的
な
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と

し
て
日
本
近
代
資
料
情
報
機
関
の
設
立
も
提
唱
し
て
い
る

）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
な
か
、
日
本
に
お
い
て
近
現
代
史
は
、
文
学
部
の
歴
史
学
科
だ
け

で
な
く
、
法
学
部
に
お
い
て
も
政
治
史
・
外
交
史
と
い
う
形
で
教
育
・
研
究
が
行

わ
れ
て
い
る
。
文
学
部
歴
史
学
科
で
は
、
ニ
ー
ズ
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近

現
代
史
の
教
員
が
充
当
さ
れ
て
い
な
い
大
学
も
あ
る
。
ま
た
、
近
現
代
史
は
、
地

域
概
念
の
拡
大
や
、
国
際
社
会
と
の
連
関
な
ど
に
よ
り
多
様
な
歴
史
像
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
な
か
、
日
本
近
現
代
史
の
対
象
史
料
を
「
地
域
資
料
」
と
い
う
概
念

に
お
し
こ
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。「
日
本
史
」
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
そ

の
一
部
と
し
て
の
み
、
近
現
代
史
研
究
を
限
定
す
る
こ
と
も
、
学
問
的
に
無
理
が

あ
る
。

　

そ
し
て
、
近
現
代
史
研
究
に
は
、
現
実
へ
の
理
路
が
常
に
存
在
し
て
い
る
。
特

に
、
政
策
研
究
・
意
思
決
定
研
究
と
し
て
の
近
現
代
史
研
究
は
、
行
政
機
関
に
お

け
る
政
策
立
案
・
決
定
等
と
の
共
通
性
を
有
し
て
い
る

）
11
（

。

　

そ
も
そ
も
、
公
文
書
館
と
し
て
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
第
一
に
「
組
織
の
記
録
」

を
残
し
、「
職
務
の
検
証
」
す
る
知
の
器
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
当
然
の
様
に
、

親
組
織
と
の
連
携
が
前
提
で
あ
り

）
11
（

、
ア
ー
キ
ビ
ィ
ス
ト
に
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

と
と
も
に
、
行
政
学
、
政
治
学
、
法
学
等
の
素
養
が
求
め
ら
れ
る
。
公
文
書
館
に

と
っ
て
歴
史
学
と
は
、
政
策
科
学
の
一
分
野
と
し
て
現
在
と
の
連
続
に
お
い
て
重

要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
公
文
書
館
と
し
て
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
親
組
織
で

あ
る
行
政
組
織
の
情
報
管
理
を
行
う
機
関
で
あ
り
、
親
組
織
と
市
民
を
結
ぶ
と
共

に
、
市
民
・
国
民
の
個
人
と
し
て
の
権
利
を
保
護
し
、
そ
の
「
証
明
」
を
担
う
場

所
で
も
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
、
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
個
人
を
証
明
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す
る
「
機
能
」
を
有
し
て
い
な
い
。
除
籍
簿
及
び
被
差
別
の
問
題
等
で
非
公
開
と

な
っ
て
い
る
一
八
七
一
年
に
日
本
で
最
初
に
作
成
さ
れ
た
壬
申
戸
籍
等
を
含
め
て

「
非
現
用
」
と
な
っ
た
戸
籍
の
移
管
と
、
そ
の
個
人
情
報
を
守
る
形
で
の
公
開
が

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
公
文
書
館
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に　

― 

日
本
の
国
立
公
文
書
館
へ 

―

　

Ｉ
Ｃ
Ａ
会
長
（D

avid�Fricker
）
で
も
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
公
文
書

館
長
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
フ
リ
ッ
カ
ー
は
、
国
立
公
文
書
館
の
招
待
講
演
で
、
公
文
書

館
の
仕
事
と
し
て
「
舞
台
裏
（
場
合
に
よ
っ
て
は
表
舞
台
）
で
、
公
務
員
は
す
さ

ま
じ
い
ペ
ー
ス
で
働
き
、
大
臣
に
助
言
を
行
い
、
政
策
と
そ
の
実
施
に
向
け
た
重

要
事
項
に
関
し
て
意
思
決
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
、
状
況
は
変
化
し
て

い
ま
す
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
門
全
体
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
新
し
い
や
り
方
で
取

り
組
ん
で
お
り
、
お
役
所
的
な
形
式
的
手
続
主
義
を
突
き
崩
し
、
部
門
間
の
壁
を

な
く
し
、
サ
イ
ロ
化
し
た
デ
ー
タ
を
つ
な
げ
る
革
新
的
な
運
営
方
法
を
模
索
し
て

い
ま
す
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
内
に
お
い
て
、
こ
れ
も
急
速
に
拡
大
す
る
情
報
市
場
で

す
。
す
な
わ
ち
、
数
多
の
技
術
や
シ
ス
テ
ム
、
保
有
デ
ー
タ
か
ら
構
成
さ
れ
、
政

府
及
び
民
間
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
動
く
、
複
雑
で
動
的
な
情
報
エ
コ
シ
ス

テ
ム
と
も
い
え
ま
す
。
こ
れ
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
プ
ロ
の
知
識
労
働
者
と
し

て
の
能
力
を
伸
ば
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
現
在
及
び
将
来
に
お
い
て
必
要
と
す

る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
す
べ
き
こ
と
、

い
え
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
新
し
い
技
術
や
方
法
の
採
用
で
す
」
と

し
、
そ
の
際
、「
も
う
一
つ
の
趨
勢
に
つ
い
て
も
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
信
頼
に
関
す
る
も
の
で
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
他
の
一
部
の
国
々
で

は
、
一
般
の
人
び
と
の
行
政
に
対
す
る
信
頼
度
が
低
下
し
、
公
務
員
は
、
政
府
に

奉
仕
し
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
提
供
す
る
う
え
で
、
す
べ
き
こ
と
を
十
分
に

し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
」
と
述
べ
て
い

る
。
そ
の
う
え
で
、
行
政
機
関
の
一
部
で
あ
り
、
情
報
公
開
機
関
と
し
て
責
務
が

な
に
よ
り
も
重
要
で
あ
り
、「
将
来
に
向
け
て
価
値
を
創
造
す
る
情
報
資
産
を
蓄

積
」
し
、
そ
れ
が
、「
今
日
作
成
す
る
情
報
が
将
来
必
要
に
な
る
こ
と
も
、
同
様

に
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
保
存
し
再
利
用
で
き
る
情
報
は
、
長
い
将
来
に

わ
た
っ
て
利
益
、恩
恵
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。皆
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
の
集
合
記
憶
で
あ
り
、
権
利
や
資
格
の
根
拠
で
あ
り
、
文
化
遺

産
で
あ
り
、
国
の
知
的
資
産
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

で
も
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
た

）
11
（

。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
に

も
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
の
情
報
公
開
機
関
と
し
て
の
「
信
頼
」
も
、
特
殊
な
利

用
者
（
研
究
者
）
に
偏
し
て
一
般
国
民
の
「
信
頼
」
も
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
紙
媒

体
の
文
書
で
さ
え
も
十
分
な
移
管
を
受
け
て
い
な
い
日
本
の
国
立
公
文
書
館
の
現

状
を
ま
ず
、
見
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

公
文
書
管
理
法
が
制
定
さ
れ
た
際
、「
歴
史
学
界
全
体
と
し
て
の
関
心
や
言
及

は
、
法
の
制
定
・
施
行
の
前
後
を
通
じ
て
、
や
は
り
「
概
し
て
低
調
」
で
あ
っ
た

と
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
嘆
じ
た
国
立
公
文
書
館
公
文
書
専
門
官
が
い
た

が
、
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
、「
政
治
学
や
行
政
学
の
対
象
領
域
と
な
っ
て
き
た

公
文
書
の
行
政
的
価
値
と
、
主
と
し
て
歴
史
学
や
博
物
館
学
の
対
象
領
域
で
あ
っ

た
学
術
資
料
又
は
文
化
財
と
し
て
の
価
値
概
念
が「
歴
史
資
料
」の
重
要
性
に
よ
っ
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て
止
揚
さ
れ
た
」
な
ど
と
曖
昧
な
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
を
前
提
と
し
、
そ
の

利
用
者
を
事
実
上
、
研
究
者
に
限
定
し
た
こ
と
に
あ
る

）
11
（

。

　

そ
し
て
、
現
在
の
国
立
公
文
書
館
は
、
連
携
を
前
提
と
し
て
移
管
さ
れ
る
「
特

定
歴
史
公
文
書
」
の
質
的
向
上
を
は
か
る
の
で
は
な
く
、
個
人
文
書
収
集
の
必
要

性
や
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
応
用
な
ど
と
い
う
次
元
を
異
に
す
る
方
向
性

に
向
い
、
ま
た
、
来
館
者
増
大
の
み
に
腐
心
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
「
展

示
」
に
特
化
す
る
傾
向
に
あ
る

）
11
（

。
そ
れ
は
、「
歴
史
文
書
館
」
が
文
化
的
活
動
と

し
て
行
っ
て
い
る
活
動
そ
の
も
の
で
あ
り
、
公
文
書
管
理
法
の
も
と
に
あ
る
情
報

公
開
機
関
と
し
て
の
姿
で
は
な
い
。

　

今
、
日
本
の
歴
史
学
研
究
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
、
公
文
書
管

理
法
下
の
状
況
を
理
解
し
、「
公
文
書
館
」
と
「
歴
史
文
書
館
」
を
分
け
て
理
解
し
、

前
者
に
あ
る
者
は
、
歴
史
は
現
在
の
政
治
で
あ
り
、
現
在
の
政
治
が
明
日
の
歴
史

と
な
り
、
そ
の
未
来
の
歴
史
学
に
責
任
を
持
つ
者
と
し
て
の
矜
持
を
持
つ
こ
と
が

必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
11
（

。
そ
し
て
、
日
本
は
、「
古
文
書
大
国
」
と
い
う

ひ
そ
み
に
な
ら
い
、
公
文
書
の
世
界
で
も
、「
公
文
書
大
国
」
を
め
ざ
す
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か

）
11
（

。

注（
１
）「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
は
、
資
料
の
総
体
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
本
報
告
で
は
、

そ
の
保
管
・
管
理
、
公
開
を
行
う
専
門
機
関
と
す
る
。
な
お
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と

歴
史
学
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
は
、
大
濱
徹
也
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
歴
史

研
究
」
台
湾
史
研
究
部
会
編
『
現
代
の
公
文
書
史
料
学
へ
の
視
座
』（
中
京
大
学

社
会
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
年
）
七
月
一
日
法

律
第
六
六
号
）
第
一
条
。

（
３
）
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九

年
）
五
月
一
四
日
法
律
第
四
二
号
）。

（
４
）
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
年
）
五
月
三
〇
日

法
律
第
五
七
号
）。

（
５
）
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
一
年
八
月
一
三
日
法
律

第
一
二
八
号
）。

（
６
）
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
月
一
三

日
法
律
第
一
〇
八
号
）。

（
７
）
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
一
月
一
八
日
、
衆
・
参
両
議
院
本
会
議
に
お
け
る

施
政
方
針
演
説
、http://kokkai.ndl.go.jp/SEN

T
A
K
U
/syugiin/169/0001/�

16901180001001a.htm
l

（
８
）
岡
本
信
一
他
『
逐
条
解
説　

公
文
書
管
理
法
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
九
年
、
三

～
四
頁
。
年
金
記
録
問
題
と
は
、
二
〇
〇
七
年
に
発
覚
し
た
社
会
保
険
庁
が
オ
ン

ラ
イ
ン
化
し
た
年
金
記
録
デ
ー
タ
の
ミ
ス
・
不
備
が
発
覚
し
た
事
件
。
同
じ
く

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
イ
ラ
ク
戦
争
に
関
連
し
、
イ
ン
ド
洋
に
派
遣
さ
れ
て
い
た

海
上
自
衛
隊
補
給
艦
「
と
わ
だ
」
の
航
海
日
誌
が
「
誤
」
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
が
発

覚
し
た
。
こ
の
よ
う
な
廃
棄
問
題
は
、
そ
の
後
も
引
き
続
い
て
発
生
し
て
い
る
。

（
９
）
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
『
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
公
文
書
管
理
制
度
の
形
成

－

現
状
と
課
題

－

』
中
京
大
学
社
会
研

究
所
叢
書
四
二
（
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
10
）
こ
の
点
は
、
移
管
さ
れ
た
「
特
定
歴
史
公
文
書
」
の
機
関
利
用
件
数
が
そ
の
規
模
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に
比
し
て
著
し
く
低
い
と
い
う
点
で
も
理
解
で
き
る
。
具
体
的
に
、
宮
内
公
文
書

館
（
二
、三
六
二
件
）、
日
銀
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
（
三
、五
六
四
件
）
に
対
し
て
、
国

立
公
文
書
館
は
四
七
八
件
に
す
ぎ
な
い
（
内
閣
府
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
「
平

成
二
七
年
度
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
等
の
状
況
に
つ
い
て
」
平
成
二
九
年

（
二
〇
一
七
年
）�
三
月
、�http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/houkoku/�

heisei27nendo_houkoku

一.pdf

）。

（
11
）
公
文
書
管
理
委
員
会
が
対
応
し
た
の
は
、
議
事
録
未
作
成
の
事
案
が
新
聞
紙
上
で

問
題
と
な
り
、
ま
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
報
道
さ
れ
て
か
ら
二
カ
月
も
た
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
行
政
監
視
委
員
会
調
査
室
畠
基
晃
「
議
事
録
未
作
成
問
題
の
経
緯

と
現
状
」『
立
法
と
調
査
』
第
三
三
三
号
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
。http://w

w
w
.

sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnum
ber/�

2012pdf/20121005160.pdf

。

（
12
）�

二
〇
一
五
年
三
月
六
日
か
ら
同
年
五
月
一
〇
日
ま
で
行
い
約
四
万
人
の
観
客
を
得

た
。皮
肉
な
こ
と
に
観
客
の
関
心
は
、ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
図
書
館
・

博
物
館
が
有
す
る
個
人
資
料
に
集
中
し
た
。

（
13
）�

二
〇
一
六
年
三
月
二
三
日
に
内
閣
府
公
文
書
管
理
委
員
会
が
『
公
文
書
管
理
法

施
行
五
年
後
見
直
し
に
関
す
る
検
討
報
告
書
』（http://w

w
w
8.cao.go.jp/

koubuniinkai/iinkaisai/houkokusyo.pdf

）
を
出
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
問

題
と
な
っ
た
の
は
、
①
統
一
的
管
理
を
前
提
と
し
た
評
価
選
別
の
在
り
方
、
②
特

定
歴
史
公
文
書
等
の
三
〇
年
原
則
だ
け
で
な
い
「
時
の
経
過
」
の
運
用
、
③
地
方

公
共
団
体
に
お
け
る
文
書
管
理
で
あ
る
。
基
本
的
に
、
具
体
的
な
改
善
方
法
が
記

載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
方
向
性
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。「
①
」
は
、
国
立
公
文
書

館
に
移
管
さ
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
の
「
質
的
」
な
問
題
が
前
提
で
あ
り
、
統
一

的
管
理
の
実
態
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。「
②
」
は
、
現
用
記
録
・
親
機

関
と
の
連
携
が
必
要
で
あ
る
が
、
な
い
た
め
、
単
に
個
人
情
報
保
護
法
等
と
の
関

係
か
ら
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。「
③
」
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
文
書
管

理
法
の
運
用
は
、
地
方
公
共
団
体
が
公
文
書
管
理
条
例
を
施
行
し
な
い
限
り
意
味

が
な
い
。
な
お
、
小
池
は
、
改
正
に
関
す
る
試
案
を
発
表
し
て
い
る
（「
公
文
書

管
理
法
改
正
試
案
」『
広
島
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
一
六
号
、二
〇
一
四
年
二
月
）。

（
14
）�

福
田
千
鶴「
古
文
書
大
国
日
本
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」『
ア
ル
ケ
イ
ア

－

記
録
・
情
報
・

歴
史

－

』
第
七
号
、
南
山
大
学
史
料
室
、
二
〇
一
三
年
三
月
。
福
田
千
鶴
は
、
日

本
近
世
史
研
究
者
で
国
文
学
研
究
資
料
館
助
手
を
へ
て
、
現
在
九
州
大
学
文
学
研

究
科
教
授
。

（
15
）
一
九
四
九
年
四
月
二
〇
日
、
第
五
回
国
会
衆
議
院
文
部
委
員
会
、http://kokkai.

ndl.go.jp/SEN
T
A
K
U
/syugiin/005/0804/00504200804009.pdf

。
こ
の
よ

う
な
近
世
文
書
の
史
料
収
集
事
業
は
、
文
部
省
科
学
教
育
局
人
文
科
学
研
究
課
に

お
い
て
一
九
四
七
年
二
月
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
。

（
16
）
図
書
館
法
、
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
年
）
四
月
三
〇
日
法
律
第
一
〇
八
号
。

（
17
）
文
化
財
保
護
法
、昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
年
）
五
月
三
〇
日
法
律
第
二
一
四
号
。

（
18
）
博
物
館
法
。
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
年
）
一
二
月
一
日
法
律
第
二
八
五
号
。

（
19
）
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
は
、
同
館
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
系
と
な
り
、
現
在
研

究
部
に
吸
収
さ
れ
た
。

（
20
）
前
掲
注
（
14
）。

（
21
）一
九
八
五
年
一
一
月
二
一
日
参
議
院
文
教
委
員
会
に
お
け
る
政
府
答
弁
。
そ
の
際
、

質
問
に
た
っ
た
共
産
党
吉
川
春
子
参
議
院
議
員
も
「
古
文
書
」
に
重
点
を
置
い
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
答
弁
し
た
政
府
委
員
齊
藤
尚
夫（
文
部
省
社
会
教
育
局
長
）
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は
「
私
ど
も
現
在
の
段
階
で
考
え
ま
す
と
き
に
は
、
文
書
館
の
法
的
な
性
格
と
い

い
ま
す
か
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
公
文
書
を
中
心
と
し
て
構
成
し
て
い

く
の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
に
は
古
来
か
ら
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
な
大
事
な
古
文
書
を

中
心
に
考
え
て
い
く
の
か
、
そ
の
辺
の
性
格
づ
け
が
必
ず
し
も
明
確
に
な
ら
な
い

実
態
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
性
格
づ
け
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
こ

れ
を
所
管
す
べ
き
あ
る
い
は
共
管
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
省

庁
の
対
応
が
違
っ
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
で
こ
の
問
題

は
大
変
難
し
い
課
題
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る

（http://kokkai.ndl.go.jp/SEN
T
A
K
U
/sangiin/103/1170/103112111700

01a.htm
l

）。
な
お
、「
古
文
書
」、
歴
史
資
料
を
中
心
と
す
る
所
蔵
機
関
と
し
て
は
、

一
九
六
四
年
、
日
本
学
術
会
議
人
文
科
学
振
興
特
別
委
員
会
に
お
い
て
全
国
を
ブ

ロ
ッ
ク
化
し
て
国
立
大
学
に
設
置
し
、
集
中
的
に
収
集
・
管
理
す
る
「
日
本
史
資

料
セ
ン
タ
ー
」
構
想
が
あ
っ
た
。

（
22
）
公
文
書
館
法
、
昭
和
六
二
年
一
二
月
一
五
日
法
律
第
一
一
五
号
。
歴
史
学
者
の
永

原
慶
二
が
共
産
党
佐
藤
昭
夫
参
議
院
議
員
の
推
薦
で
国
会
に
お
い
て
参
考
人
と
し

て
日
本
学
術
会
議
の
改
革
案
に
対
し
て
反
対
し
た
際
、
公
文
書
館
法
に
つ
い
て
も

触
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
永
原
は
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
、
所
蔵
資
料
に
「
民
間

資
料
」
を
入
れ
て
お
り
、
利
用
者
と
し
て
の
歴
史
学
研
究
者
と
「
現
場
の
第
一
線

研
究
者
（
歴
史
研
究
者
）」
の
た
め
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
を
主
張
し
て
い
た

（
一
九
八
三
年
五
月
一
二
日
、
参
議
院
文
教
委
員
会
、http://kokkai.ndl.go.jp/

SEN
T
A
K
U
/sangiin/098/1,170/09805121170008a.htm

l

）。

（
23
）
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現
状
に
つ
い
て
は
、曖
昧
で
は
あ
る
が
、鎌
田
和
栄
「「
公

文
書
館
」
施
設
と
「
古
文
書
」「
民
間
所
在
資
料
」
の
よ
り
良
い
保
存
・
公
開
に

関
す
る
一
考
察
」『
京
都
大
学
大
学
文
書
館
研
究
紀
要
』（
第
四
号
、二
〇
〇
六
年
）

が
あ
る
。

（
24
）
こ
の
よ
う
な
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
で
は
、歴
史
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
い
る
た
め
、

と
も
か
く
古
い
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。京
都
府
立
歴
彩
館（
旧

京
都
府
立
総
合
資
料
館
）
が
公
文
書
管
理
条
例
を
有
さ
な
い
な
か
で
、
公
文
書
館

と
し
て
東
寺
百
合
文
書�

（
中
世
古
文
書
）�

の
Ｗ
ｅ
ｂ
化
を
国
立
公
文
書
館
長
会
議

で
二
度
も
報
告
す
る
な
ど
は
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。
事
件
と
し
て
は�

、
二
〇
〇
〇

年
一
一
月
五
日
毎
日
新
聞
朝
刊
に
ス
ク
ー
プ
さ
れ
た
旧
石
器
捏
造
事
件
が
象
徴
的

で
あ
る
。

（
25
）
Ｍ
Ｌ
Ａ
提
携
。「
歴
史
文
書
館
」
に
比
べ
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て
は
、
建
築
費
・

運
営
費
等
の
コ
ス
ト
面
で
優
れ
て
い
る
と
し
て
促
進
す
る
動
き
も
あ
る
。
ま
た
、

ハ
ー
ド
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
歴
史
研
究
者
も
、
一
カ
所
で
研
究
が
完
結
す
る
た
め
便

利
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
26
）Schellenberg,�T

,�R.�“Reasons�for�archival�establishhm
ents”.�M

odern�

archives;�principles�and�techniques.�U
niversity�of�Chicago�Press,�

1956,�p.8-10.�

日
本
に
お
い
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
八
七
年
の
公
文
書

館
法
以
降
、
種
々
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
関
係
の
研
究
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
公

文
書
を
め
ぐ
る
日
本
の
段
階
的
な
現
状
を
考
え
ず
、
歴
史
資
料
に
偏
す
る
現
状
を

説
明
し
、
紹
介
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
ず
は
、
公
文
書
管
理
の
現
状
を
認
識
し
、

原
点
か
ら
見
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
27
）
内
政
史
研
究
会
は
、
日
本
の
内
政
史
研
究
に
必
要
な
資
料
収
集
・
保
存
を
目
的
に

一
九
六
三
年
に
発
足
し
た
。
戦
前
行
政
に
携
わ
っ
た
人
々
に
、
主
と
し
て
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
形
式
で
回
顧
談
や
行
政
に
関
す
る
意
見
等
を
聴
取
し
た
。
聴
取
作
業
は
、
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一
九
六
三
年
か
ら
七
八
年
ま
で
、
六
六
名
を
対
象
と
し
て
二
六
九
回
に
わ
た
り
実

施
し
た
。
こ
の
う
ち
二
三
一
回
分
、
八
四
冊
を
タ
イ
プ
印
刷
で
刊
行
、
一
九
九
四

年
四
月
に
解
散
し
て
い
る
。
な
お
、
公
文
書
の
廃
棄
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
内
務

省
が
文
書
を
徹
底
的
に
焼
却
し
た
。

（
28
）
個
人
文
書
と
は
、
個
人
の
履
歴
に
と
も
な
い
形
成
さ
れ
た
資
料
群
で
あ
る
。
こ
の

な
か
に
は
、
私
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
日
記
・
書
簡
等
と
と
も
に
、
会
議
の
配

布
資
料
及
び
執
務
で
作
成
し
、
取
得
さ
れ
た
公
文
書
も
含
ま
れ
る
。

（
29
）
伊
藤
隆
「
個
人
文
書
の
蒐
集
・
そ
の
実
践
」『
広
島
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
一
七
号
、

二
〇
一
五
年
。

（
30
）
資
料
編
の
別
巻
を
含
め
た
全
八
巻
、
朝
日
新
聞
社
か
ら
、
一
九
六
二
年
か
ら
翌

六
三
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
。

（
31
）
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
八
〇
年
に
か
け
て
全
一
〇
二
巻
と
し
て
朝
雲
新
聞
社
よ
り

刊
行
さ
れ
た
。
な
お
、こ
の
『
戦
史
叢
書
』
に
対
し
て
批
判
的
な
も
の
と
し
て
は
、

吉
田
裕
著
『
現
代
歴
史
学
と
軍
事
史
研
究
』（
校
倉
書
房
、二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。

（
32
）
小
池
聖
一
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
可
能
性
」『
情
報
の
科
学
と
技
術
』
第
六
六

巻
第
四
号
、
二
〇
一
六
年
四
月
。

（
33
）
小
池
は
、
一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
年
）
明
治
改
元
百
年
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た

政
府
主
催
の
明
治
百
年
記
念
事
業
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
国
立
公

文
書
館
所
蔵
文
書
だ
け
で
は
、
明
治
百
年
記
念
準
備
会
議
を
中
心
と
す
る
明
治
百

年
事
業
の
研
究
は
で
き
ず
、
広
島
大
学
文
書
館
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
を
用
い

る
こ
と
で
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
（
小
池
聖
一
「
昭
和
の
な
か
の
「
明
治
」」

『
日
本
歴
史
』
第
八
〇
六
号
、
二
〇
一
五
年
七
月
）。

（
34
）
上
代
庸
平
「
学
と
し
て
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
上
代
庸
平
編
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
要

論
』
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
叢
書
三
三
、
二
〇
一
四
年
。
な
お
、
上
代
は
、
ド

イ
ツ
を
事
例
と
し
て
丹
念
に
分
析
し
て
い
る
。
本
報
告
で
、
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
学
を
「
歴
史
補
助
学
」
と
し
た
が
、ド
イ
ツ
と
比
較
し
た
場
合
、「
歴
史
補
助
学
」

と
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
人
的
に
見
て
も
歴
史
学
の
下
位
領
域
と
し
て
の
位
置
づ
け

で
あ
ろ
う
。

（
35
）
平
野
明
夫
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
と
古
文
書
学
」『
千
葉
県
の
文
書
館
』
第
二
二
号
、

二
〇
一
七
年
三
月
。

（
36
）
安
藤
正
人
著
『
記
録
史
料
学
と
現
代
』
一
九
九
八
年
等
。

（
37
）
作
山
宗
久
著
『
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
。

青
山
英
幸
著
『
記
録
か
ら
記
録
史
料
へ

－

ア
ー
カ
イ
バ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
序

説

－

』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
二
年
等
。

（
38
）
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
編
『
日
本
の
文
書
館
運
動

－

全
史
料

協
の
二
〇
年

－

』
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
。

（
39
）「
国
立
大
学
文
系
不
要
論
を
斬
る
」『
中
央
公
論
』
第
一
三
〇
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六

年
二
月
）
参
照
。

（
40
）「
歴
史
家
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
対
話　

第
一
回
」『
歴
史
学
研
究
』
第
九
五
四
号
、

二
〇
一
七
年
二
月
。

（
41
）
中
野
目
徹
著
『
近
代
史
料
学
の
射
程
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）。
近
代
史
料
学

で
は
、「
文
書
行
政
」
と
い
う
造
語
の
も
と
に
分
析
を
行
う
傾
向
も
あ
る
。
日
本

に
お
い
て
も
官
僚
制
の
創
成
と
と
も
に
文
書
主
義
は
存
在
し
、
ま
た
、
恒
常
的
な

行
政
行
為
と
し
て
文
書
管
理
は
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
が
明
確
な
組
織
行
政
と
し
て

存
在
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

（
42
）
特
定
秘
密
保
護
法
に
反
対
す
る
立
場
で
連
携
を
と
っ
て
い
る
（「
施
行
一
年
の
特
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定
秘
密
保
護
法

－

歴
史
学
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
か
ら
考
え
る

－

」『
歴
史
学
研
究
』

第
九
四
五
号
、
二
〇
一
六
年
六
月
）。

（
43
）
前
掲
注
（
14
）
福
田
千
鶴
「
古
文
書
大
国
日
本
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」。

（
44
）
安
藤
福
平
「「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
意
義

－

記
録
管

理
国
際
標
準
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
五
四
八
九
）
の
視
点
か
ら

－

」『
広
島
県
立
文
書
館
紀
要
』

第
一
一
号
、
二
〇
一
一
年
。

（
45
）
統
一
的
管
理
を
行
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
（
法
人
文
書

フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
）
の
管
理
及
び
書
庫
に
お
け
る
配
架
状
況
を
確
認
・
理
解
で
き

る
が
故
に
、
単
に
、
一
覧
表
と
な
っ
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
（
法
人
文
書

フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
）
か
ら
、
表
題
だ
け
で
の
記
録
フ
ァ
イ
ル
の
評
価
・
選
別
と
い

う
不
確
か
な
も
の
で
は
な
く
、
現
用
記
録
と
し
て
の
延
長
と
そ
の
理
由
も
含
め
て

全
体
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
広
島
大
学
文
書
館
の
場
合
、
フ
ァ
イ

ル
登
録
の
段
階
で
重
要
度
が
基
本
的
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
廃
棄
簿
か
ら
の
選
別

は
、
実
物
と
の
比
較
し
な
が
ら
で
あ
っ
て
も
比
較
的
容
易
な
の
で
あ
る
。

（
46
）
太
田
富
康
（
埼
玉
県
立
文
書
館
）「
公
文
書
管
理
条
例
と
自
治
体
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

機
関

－

条
例
等
に
み
る
地
域
資
料
へ
の
ス
タ
ン
ス

－

」
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用

機
関
連
絡
協
議
会
（
全
史
料
協
）『
記
録
と
史
料
』
第
二
四
巻
、二
〇
一
四
年
三
月
。

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
（
全
史
料
協
）
で
は
、
一
方
で
、
公

文
書
館
機
能
の
自
己
点
検
・
評
価
指
標
を
導
入
す
る
動
き
も
示
し
て
い
る
。
こ
の

動
き
は
、評
価
で
き
る
も
の
で
あ
り
、現
用
記
録
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
地
方
公
文
書
館
で
は
、
公
文
書
管
理
条
例
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
島
根
県

公
文
書
セ
ン
タ
ー
、
札
幌
市
公
文
書
館
、
福
岡
共
同
公
文
書
館
の
よ
う
な
「
公
文

書
館
」
が
設
立
さ
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
、
札
幌
市
公
文
書
館
の
「
特
定
重
要
公

文
書
」
と
い
う
概
念
の
導
入
と
取
り
組
み
は
、
高
く
評
価
で
き
る
（
高
井
俊
哉

「
札
幌
市
の
文
書
管
理
の
取
組
に
つ
い
て
」『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
四
九
号
、

二
〇
一
三
年
三
月
。
他
に
、
竹
内
啓
「
札
幌
市
に
お
け
る
公
文
書
館
開
設
準
備
状

況
に
つ
い
て
」『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
、
越
後
武

介
「
札
幌
市
公
文
書
管
理
条
例
の
制
定
及
び
施
行
に
つ
い
て
」『
札
幌
市
文
化
資

料
室
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲

注
（
９
）
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
『
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
文
書
管
理
制
度
の
形
成

－

現
状
と
課
題

－

』
も
参
照
さ

れ
た
い
。

（
47
）
そ
れ
故
、
小
池
は
、
当
初
よ
り
、「
特
定
歴
史
公
文
書
」
と
い
う
新
規
の
概
念
形

成
を
批
判
し
た
（「
公
文
書
管
理
法
に
お
け
る
「
歴
史
公
文
書
」
と
「
特
定
歴
史

公
文
書
」

－

そ
の
生
成
過
程
と
問
題
点

－

」『
広
島
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
一
三
号
、

二
〇
一
一
年
三
月
）。
そ
し
て
、そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、札
幌
市
公
文
書
館
で
は
、

「
特
定
歴
史
公
文
書
」
で
は
な
く
、「
特
定
重
要
公
文
書
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
大
濱
徹
也
「
札
幌
市
公
文
書
館
の
使
命
と
課
題
」『
札
幌
市
公
文
書
館
研
究
紀
要
』

第
六
号
、
二
〇
一
四
年
）。
広
島
大
学
文
書
館
で
も
、
こ
の
方
向
性
を
支
持
し
、

運
営
し
て
い
る
。

（
48
）西
向
宏
介「
地
方
自
治
体
文
書
館
の
基
本
理
念
と「
公
文
書
館
論
」－

地
域
史
料（
古

文
書
等
）
の
位
置
付
け
を
中
心
に

－

」『
広
島
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
七
号
、

二
〇
〇
三
年
。

（
49
）
ハ
ー
ド
・
ユ
ー
ザ
ー
の
意
見
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
は
、
瀬
畑
源
著
『
公
文
書

を
つ
か
う

－

公
文
書
管
理
制
度
と
歴
史
研
究

－

』（
青
弓
社
、
二
〇
一
一
年
）
が

あ
る
。
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（
50
）
伊
藤
隆
「
公
文
書
館
へ
の
展
望
を
」
秋
田
市
編
刊
『
秋
田
市
史
編
さ
ん
の
歩
み
』

二
〇
〇
六
年
三
月
。

（
51
）
伊
藤
隆
「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
こ
と
」『
広
島
大
学
文
書
館
紀
要
』

第
一
五
号
、
二
〇
一
三
年
。

（
52
）
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
国
立
公
文
書
館
に
、
御
厨
貴
の
よ
う
に

政
治
家
や
官
僚
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
の
は
問
題
で

あ
ろ
う
（
二
〇
一
二
年
六
月
八
日
「
国
際
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
日
」
に
国
立
公
文
書

館
で
行
っ
た
記
念
講
演
で
の
発
言
）。
現
状
の
国
立
公
文
書
館
に
は
、
個
人
文
書

の
整
理
も
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
行
う
能
力
も
必
要
も
な
い
。

（
53
）
伊
藤
隆
代
表
『
日
本
近
代
資
料
情
報
機
関
設
立
の
具
体
化
に
関
す
る
研
究
』
平
成

一
一
・
一
二
年
度
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
一

年
等
、
一
連
の
科
研
報
告
書
が
あ
る
。

（
54
）
外
交
文
書
を
事
例
に
政
策
過
程
分
析
を
し
た
研
究
と
し
て
は
、
小
池
聖
一
著
『
近

代
日
本
文
書
学
研
究
序
説
』（
現
代
史
料
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

（
55
）
日
本
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
理
念
と
哲
学
の
到
達
点
と
し
て
、
大
濱
徹
也
著

『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
の
眼
：
記
録
の
管
理
と
保
存
の
哲
学
』（
刀
水
書
房
、

二
〇
〇
七
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
56
）
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
フ
リ
ッ
カ
ー�「
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
継
続
性

－

情
報
社
会
に
対
応
す
る

た
め
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
公
文
書
館
の
改
革
」�『
Ｉ
Ｃ
Ａ
ソ
ウ
ル
大
会
記
念

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
報
告
』�

二
〇
一
六
年
九
月
一
一
日
、�http://w

w
w
.archives.�

go.jp/about/activity/pdf/ica20160911_03.pdf

。

（
57
）
下
重
直
樹
「
公
文
書
管
理
制
度
と
近
現
代
史
学
：
政
治
史
の
対
象
と
方
法
に
つ
い

て
の
一
考
察
」『
近
代
史
料
研
究
』
一
二
、
二
〇
一
二
年
。

（
58
）
現
在
の
国
立
公
文
書
館
が
展
示
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
旧
来
型
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と

し
て
統
治
権
力
の
正
統
性
を
保
証
し
、
そ
の
権
力
を
擁
護
す
る
「
器
」
と
し
て
機

能
す
る
た
め
の
手
段
と
も
い
え
よ
う
。
国
立
公
文
書
館
に
は
、
民
主
主
義
の
砦
と

し
て
、
苦
い
真
実
と
向
き
合
う
こ
と
で
、「
職
務
の
検
証
」
を
行
う
姿
勢
は
な
く
、

残
念
な
が
ら
、
そ
の
能
力
も
存
在
し
な
い
。

（
59
）
こ
の
点
は
、
大
濱
徹
也
先
生
に
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
現
状
の
日
本
に
お

い
て
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
制
度
の
導
入
が
必
要
と
さ
れ
、
高
埜
利
彦
が
「
歴
史
研
究
者

は
ま
ず
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
た
れ
」
と
提
起
し
た
と
さ
れ
る
（『
地
方
史
研
究
』
第

二
七
五
号
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
）。
近
世
古
文
書
の
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し

て
の
「
歴
史
文
書
館
」
と
し
て
は
正
し
い
認
識
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
考
え
方

は
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
を
歴
史
研
究
者
の
補
助
・
予
備
と
し
て
下
に
見
た
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
日
本
の
公
文
書
管
理
に
お
い
て
は
、「
公
務
員
は
ア
ー

キ
ビ
ス
ト
た
れ
」
が
基
本
で
あ
り
、
行
政
機
関
に
対
し
て
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の

一
環
と
し
て
公
文
書
管
理
研
修
を
行
う
こ
と
の
方
が
日
本
に
お
い
て
喫
緊
の
課
題

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
国
立
公
文
書
館
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に
は
、
本
来
、
高
度
の

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
有
し
た
者
が
な
る
べ
き
で
あ
る
。

（
60
）
イ
ギ
リ
ス
と
の
比
較
か
ら
、
公
文
書
管
理
制
度
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
、
奈
良
岡

聰
智
「
よ
り
よ
き
公
文
書
管
理
制
度
の
た
め
に
」『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』（
第
八
六
号
、

二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。

（
こ
い
け　

せ
い
い
ち
・
広
島
大
学
文
書
館�

館
長　

教
授
）
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The relationship between historical science and archives in Japan

KOIKE�Seiichi

Abstract

　　�Despite�the�enforcement�of� the�Public�Records�and�Archives�Management�Act,�some�

cases�concerning�official�documents�have�arisen�in�Japan.��One�of�the�causes�of�this�is�problems�

with�Japanese�archives.��The�issue�is�particularly�tied�to�historical�science,�which�distorts�the�

original�appearance�of�Japanese�archives.��Therefore,�in�this�paper,�we�clarify�the�relationship�

between�Japanese�archives�and�historical�studies,�and�clarify�what�should�be�done.


